
⇒被災職員の方は、１～16のチェックボックスについて、確認しましょう。 地方公務員災害補償基金山形県支部 H29.12 

①所属へ連絡。
　交通事故の場合は、警察
へも連絡。

②医療機関受診 ③認定請求書
提出

⑤治ゆ届提出 療養補
償終了

⑦障害補償請
求

1年6ヶ月経過
しても未治ゆ
の方

　

③　所属長証
　　明、任命権
   者の意見
※標準処理期間
　概ね負傷１ヶ
月、疾病２ヶ月

経由 経由 経由 経由

審査

③認定通知
＆

④療養補償
決定通知

⑤療養の終了
報告書

⑥傷病等級
該当・非該当

通知

⑦決定通知

療養の給付・
補償請求書様

式5号・6号

【　M E M O　】 □11　治ゆとは？　完全治ゆと症状固定。　症状が固定して、もはや医療効果が期待できなくなった場合も提出してください。
□１～３　第三者加害報告書（地基山形様式第３号）に記載が必要な基本情報。 　　　　例）疼痛・倦怠感はあるものの、療養が対症療法しかなく症状が固定している。→治ゆ届の提出（医師の診断書不要）。

□４　事故発生状況報告書（地基山形様式第４号）に記載が必要な基本情報。 □14　「治療費は公務災害で補償されるので、請求しない。」など権利を放棄するような示談はしない。

　　　　示談に有利な証拠となることもあります。可能な限り状況把握を。 　　　　基金が求償できなくなる恐れがあります。

□７　腰痛調書（地基山形様式第６号） □15　①第三者加害報告書、②念書、③確約書、
□８　転医報告書（地基山形様式第10号） 　　　　④第三者加害行為現状報告書（6か月経過ごと、示談成立時、治ゆ時）⑤示談書写し

□９　認定請求の添付書類について (手引きP10～P11） □16　軽症で、自賠責保険限度額の120万円以内に収まる見込みであれば、示談先行。

□10 指定医療機関→療養補償請求書様式第５号（初回提出のみ） 　　　　重症で療養が長期化し、治療費が120万円を超える見込みの場合、過失が大きい場合、示談が難航している場合等は、

　　　 指定医療機関以外→療養の補償請求書様式第６号（各診療月ごと提出） 　　　　補償先行。

◆　災害が発生したら・・・◆    (療養補償の流れと注意点）

□11　治ゆと
　　　は？ ⑥療養の現状

報告書

療養開始から
１年6か月経過
＝長期療養者

□12　医師の
　　　意見書
　　　必要。

　　　①②　公務遂行性、公務起因性の判断
　　　　　　　被災職員への手続き支援

□１　加害者（第三者）の
　　　特定。氏名、連絡先等。

□２　自損事故でも交通
　　　事故証明書が必要。
□３　交通事故の場合、
　　　相手方の自賠責・
　　　任意保険会社の把
　　　握。
□４　交通事故の場合、
　　　状況証拠の保全（写
　　　真撮影）、道路状況、
　　　交通状況の把握。

□５　共済組合員
　　　証は使用しな
　　　い。
□６　診断書には、
　  　初診日、加療
　　　期間を。

□７　腰（頚部）痛
　　　には、腰（頚部）
　　　痛調書に医師
　　　の証明が必要。
□８　転医には条
　　　件あり。

□９　災害の
   　 区分によ
　　　り添付書
　　　類が異な
　　　ることに
　　　注意。

□10　指定医
　　　療機関と
　　　それ以外
　　　で手続き
　　　が異な
　　　る。

□13　残存障
　　　害申立書
　　　等により、
　　　事前調査
　　　のうえ、
　　　障害補償
　　　請求手続
　　　きへ。

④医療機関へ
手続き

災害発生 

 

加害者 

（損害賠償責任が 

ある） 

⇒第三者加害事案 

 

  □14 示談する前に 

           基金へ相談。 
 

  □15 第三者事案 

    の提出書類確 

    認。 
 

  □16 示談先行（=   

            第三者からの    

            賠償）か、補償 

            先行（=基金か 

           らの補償）か選    

           択。 

 
 
 

被災職員 

所属・任命権者 

基金支部 

第三者と損

害賠償の

調整 

　　　　　


